
第５節 医療需要及び必要とされる病床数の推計

１ 医療需要

（１）高度急性期機能、急性期機能及び回復期機能

高度急性期機能、急性期機能及び回復期機能の医療需要については、２０１３年

のＮＤＢ（ナショナル・データ・ベース）のレセプトデータ及びＤＰＣデータに基

づき、患者住所地別に配分した上で、推計を行います。

この推計は、２０１３年における実際の医療資源投入量を基に推計しているもの

で、平均在院日数、受療率は２０１３年の数値を活用していることになります。

①入院受療率

性・年齢階級別の年間入院患者延べ数（人）
＝ １日当たり入院患者延べ数

３６５（日）

１日当たり入院患者延べ数
＝ 入院受療率

性・年齢階級別の人口

②医療需要

構想区域の２０２５年の医療需要

＝［当該構想区域の２０１３年の性・年齢階級別の入院受療率

×当該構想区域の２０２５年の性・年齢階級別推計人口］を総和したもの

※２０２５年の性・年齢階級別人口については、国立社会保障・人口問題研究所

「日本の地域別将来推計人口（２０１３年３月中位推計）」を用います。

（２）慢性期機能と在宅医療等

療養病床については、現在、診療報酬が包括算定であるため、医療資源投入量に

基づく分析を行うことが難しい状況です。また、地域の療養病床数には、大きな地

域差があります。

このことから、慢性期機能の推計については、医療資源投入量を用いず、①慢性

期の中に在宅医療等で対応することが可能と考えられる患者数を一定数見込むとい

う前提に立ったうえで、②療養病床の入院受療率の地域差を縮小することを加味し

て推計します。



（考え方）

① 療養病床の入院患者数のうち、医療区分１の患者の７０％を在宅医療等で対応す

る患者数として見込みます。なお、一般病床の障害者・難病患者（障害者施設等入

院基本料、特殊疾患病棟入院基本料及び特殊疾患入院医療管理料を算定している患

者）は、慢性期機能の医療需要として推計します。

② 慢性期病床の入院受療率における地域差の解消については、構想区域ごとに入院

受療率と全国最小値（県単位）との差を一定程度解消させることとして、全国最大

値（県単位）が全国中央値（県単位）にまで低下させる割合を一律に用いて推計し

ます。

ただし、当該構想区域の慢性期病床の減少率が全国中央値より大きく、かつ、当

該構想区域の高齢者単身世帯割合が全国平均よりも大きい場合は、目標の達成年次

を２０２５年から２０３０年とすることとし、２０２５年においては、２０３０年

から比例的に逆算した入院受療率を用いて推計します。



※必要病床数の推計（法的位置づけ）

医療法第30条の4
都道府県は、基本方針に即して、かつ、地域の実情に応じて、当該都道府県における医療
提供体制の確保を図るための計画（以下『医療計画』という。）を定めるものとする。

2 医療計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。（略）
七 地域における病床の機能の分化及び連携を推進するための基準として厚生労働令で定める
基準に従い定める区域（以下「構想区域」という。）における次に掲る事項を含む将来の医
療提供体制に関する構想（以下「地域医療構想」という。に関する事項
イ 構想区域における厚生労働省令で定めるところにより算定された第三十条の十三第一項
に規定する病床の機能区分ごとの将来の病床数の必要量（以下単に「将来の病床数の必
要量」という。）

※病床４機能及びそれぞれに属する患者像例

医療機能の内容 患者像の例
・急性期の患者に対し、状態の早 ・くも膜下出血に対する脳動脈瘤ｸﾘｯﾋﾟ

高度急性期 期安定化に向けて、診療密度が ﾝｸﾞ術。人工呼吸器の装着。
特に高い医療を提供する機能 ・心不全に対する非侵襲的人工呼吸器

による呼吸補助。
・急性期の患者に対し、状態の早 ・膵臓がんの術後の点滴、腹腔ﾄﾞﾚｰﾝ、

急 性 期 期安定化に向けて医療を提供す 導尿ｶﾃｰﾃﾙの実施。
る機能 ・慢性閉塞性肺疾患の急性増悪に対し

て、非侵襲的人工呼吸器による換気
補助療法の実施。

・急性期を経過した患者への在宅 ・尿路感染症に対し抗菌薬治療を行い
回 復 期 復帰に向けた医療やﾘﾊﾋﾞﾘﾃ ーｼｮﾝ 在宅復帰に向けての治療。

を提供する機能 ・大腿骨頚部骨折のため急性期病院で
・特に、急性期を経過した脳血管 手術を行った後、回復期ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ
疾患や大腿骨頸部骨折等の患者 病棟のある病院へ転院し在宅復帰に
に対しADLの向上や在宅復帰を目 向けてのﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝの実施。
的としたﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝを集中的に
提供する機能（回復期ﾘﾊﾋﾞﾘﾃーｼｮﾝ機能）

・長期にわたり療養が必要な患者 ・脳幹出血のため、急性期病院へ入院
慢 性 期 を入院させる機能 した。意識障害及び人工呼吸器によ

・長期にわたり療養が必要な重度 る呼吸補助が長期化し、気管切開を
の障害者（重度の意識障害者を 行ったが意識障害が続き、さらに長
含む）、筋ｼﾞｽﾄﾛﾌｨｰ患者又は難病 期にわたる療養が必要なため、療養
患者等を入院させる機能 病床のある病院へ転院し、経鼻胃管

にて栄養剤の注入。
・先天性ﾐｵﾊﾟﾁｰにより幼児期より入院
し、寝たきりで体動は少ないが意識
清明。気管切開をし、1日数回の喀痰
吸引が必要。胃瘻を造設し栄養剤の
注入。



２ 必要とされる病床の必要量の推計

（１）病床４機能別病床必要量

第５節の１で推計した２０２５年の医療需要に基づき、病床利用率で割り戻して、

２０２５年に必要とされる病床の必要量（必要病床数）を推計します。

なお、病床利用率は、厚生労働省令で規定されている割合（高度急性期～７５％、

急性期～７８％、回復期～９０％、慢性期～９２％）を使用して推計します。

① ② ③

区 分 医療需要 現在の医療提供 将来あるべき医 病床の必要量

体制が変わらな 療提供体制を踏 （必要病床数）

南檜山圏域に いと仮定した場 まえ構想区域間 ③を基に病床

居住する患者 合の推計供給数 の供給する増減 利用率等によ

の医療需要 を調整した推計 り算出される

供給数 病床数

（単位：人） （単位：人） （単位：人） （単位：床）

高度急性期 ２３ ０ ０ ０

急 性 期 ８２ ４４ ４４ ５６

回 復 期 １０７ ６５ １０７ １１９

慢 性 期 ６４ ４５ ６４ ７０

計 ２７６ １５４ ２１５ ２４５

南檜山圏域における将来の人口推計では、総人口が減少していく一方で、６５歳以

上の高齢者割合は年々増加し、２０２５年には総人口の半数近く（約４４％）が高齢

者となることが見込まれています。このため、今後、医療のあり方も「治す医療」か

ら「支える医療」に変化させていく必要があり、急性期から回復期、慢性期まで、患

者が状態に見合った病床で、状態にふさわしい医療サービスを受けられる体制が必要

になってきます。

一方で、南檜山圏域の現状の受療動向を見ると、入院自給率は６６％であり、入院

患者のうち２８．７％が隣接する南渡島圏域に流出している実態にあります。特に、

高度急性期から急性期については、医師等の確保や施設・設備の整備等の面から、新

たに圏域内で不足する医療機能を確保することは容易ではないことから、今後も一定

程度、患者の流出が継続されることを前提に、現在ある医療資源を有効に活用しなが

ら、将来の医療需要に見合った、この地域にふさわしい医療提供体制を構築していく

必要があります。

南檜山圏域における２０２５年の医療需要の推計値では、緊急手術を要するような

高度急性期に属するものは少ない一方で、回復期機能の需要が多く見込まれているこ

とから、当圏域においては、道立江差病院を中心に現在ある医療資源を活用しながら、

急性期医療の一部を確保しつつ、急性期を経過した患者の在宅復帰に向けた医療や、

リハビリテーションを提供する機能を中心に病床を確保し、さらに、高齢者を支える



医療を推進するため、介護部門と連携を図りながら、各医療機関と介護施設等との役

割分担を明確にして、地域包括ケアシステムの構築を目指すこととします。

このような方針のもと、病床の必要量の推計に当たり、高度急性期及び急性期につ

いては、前述のとおり、南檜山圏域内で医療機能を確保できない部分もあることから、

引き続き南渡島圏域等に流出することを見込んで医療機関所在地ベースで算定するこ

ととし、一方、回復期及び慢性期については、できる限り住所地に近い身近な医療機

関で受療することが望ましいことから、患者住所地ベースで算定することとします。

■医療機関所在地ベース

現在の医療提供体制が変わらないと仮定し、他の構想区域に所在する医療機関によ供給される量を増

減して推計する方法。（例えば、現在、南檜山圏域に居住している患者が、南渡島圏域の病院に入院し

ている場合、２０２５年も同様の状態が継続するものとして、この部分は、南檜山圏域の供給量から減

じられ、医療機関の所在地である南渡島圏域の供給量に加えられる。）

■患者住所地ベース

患者の流出入がなく、入院が必要なすべての患者は住所地の二次医療圏の医療機関病床に入院するも

のとして推計する方法。（例えば、現在、南檜山圏域に居住している患者が、南渡島圏域の病院に入院

してるとしても、２０２５年の推計においては、患者の住所地のある南檜山圏域の供給に加えられる。）

また、南檜山圏域では慢性期病床の減少率が全国中央値よりも大きく、かつ、高齢

者単身世帯割合が全国平均よりも大きいため、第５節１の（２）の②ただし書きに記

載のとおり、慢性期病床については２０３０年から比例的に逆算した入院受療率を用

いて推計することが可能となっています。この推計方法によると２０２５年の慢性期

の必要病床数が最も大きくなることから、南檜山圏域においては、在宅医療等への移

行について十分な検討を行えるよう、この推計方法を選択することとします。

この結果、南檜山圏域における２０２５年の病床必要量の推計総数は２４５床であ

り、既存の許可病床数４５０床を大きく下回りますが、現在の医療需要を元としつつ、

回復期等については、圏域内で完結することを想定した数値であり、医療法第３０条

の４第２項第１４号に基づき病床利用率等を加味して算定した現行の南檜山圏域の病

床の整備目標である基準病床数２１３床を上回る数値となっています。

なお、病床の必要量の推計値については、その達成に向けた１つの指標であり、必

要量を超える病床を機械的・強制的に削減するものではなく、さらに、現在各自治体

で取り組んでいる人口減少問題への各種施策などにより、今後の人口推計に変化が生

じる場合は、医療計画の定期的な見直しなどの際に、必要病床量も見直されることが

想定されるものです。

加えて、今回の必要とされる圏域内での病床の必要量の推計については、医師や看

護師などの医療従事者の不足により、やむを得ず休床している現状（2013年）により

算出したものであり、今後の病床の稼働状況を継続的に把握するとともに、必要に応



じて、見直すことが必要であると考えます。

また、慢性期病床の推計に当たり、現行の療養病床の入院患者数のうち、医療区分

１の患者の７０％を在宅療養等で対応することとしているため、これらの患者分につ

いては、将来の必要病床数に反映されていません。今後、南檜山圏域として在宅医療

や高齢者の住まいの場の整備を推進しつつ、在宅等でどの程度の患者を受け止めるこ

とができるかを検討していく必要があります。

容体が比較的安定している患者

については､医療機関だけではなく､

在宅等においても必要な医療サービ

スが受けられる体制を構築すること

により、住民がこれまで同様に安心

して暮らせる地域をめざします。

（２）在宅医療等医療需要

２０２５年における在宅医療等に関する医療需要について、国の必要病床数等推計ツ

ールにより算出した結果は下記のとおりです。

※在宅医療等とは、居宅、特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホーム

有料老人ホーム、介護老人保健施設、その他医療を受ける者が療養生活を営むこ

ことができる場所であって、現在の病院・診療所以外の場所において提供される

医療を指す。

地域医療構想策定ガイドラインにおいては、在宅医療等で対応することが可能と想定

されている「療養病床の医療区分１の７０％等の入院患者」及び「一般病床のうち診療

報酬における出来高点数が入院基本料を除き１７５点未満の入院患者」は「在宅医療等」

の医療需要として推計されています。

具体的には、推計の基となる２０１３年における在宅医療等に関する医療需要には、

下記のものが含まれています。

・訪問診療を受けている患者（31Pの「うち訪問診療」）

・介護老人保健施設の入所者

・一般病床で医療資源投入量１７５点未満の患者数

・療養病床入院患者のうち、医療区分１の７０％

２０２５年における在宅医療等に関する医療需要については、上記４項目に、地域差

解消分を含めた後、二次医療圏別・性年齢階級別の将来人口を乗じて推計しています。

この推計結果については、次の点について留意が必要です。

・ 「一般病床で医療資源投入量175点未満の患者数」については、特定の退院日を避

けるなど、退院調整の過程で、医療がほとんど行われていない入院日も算定されてお

り、必ずしも在宅医療等のニーズとは限らないこと

・ 「一般病床で医療資源投入量175点未満の患者数」等には、支援により外来通院が

【南檜山二次医療圏における病床転換のイメージ図】
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可能な患者も含まれていること

・ 訪問診療については、毎日訪問することが求められているわけではないこと

在宅医療等に関する医療需要については、上記で述べたとおり、居宅や介護老人保健

施設等における医療に加え、国の「療養病床のあり方等に関する検討会」で提示された

新たな類型において提供される医療も含まれると考えられます。

そのため、現時点において在宅医療等に関する医療需要にどの程度対応できるかを正

確に検証することは困難であることから、国の必要病床数等推計ツールにより算出した

医療需要を構想に位置づけたうえで、新たな類型に関する議論の動向を見つつ、引き続

き、在宅医療の推進や高齢者の住まいの場の整備等を行っていくこととします。

二次医療圏 2025年の在宅医療等（人/日） うち訪問診療（人/日）

南檜山 298 70

全道合計 88,725 42,767


